
　　　　　　

金融機関確認欄（確認した書類・内容にチェックし、この申請書の写しを保証協会に提出してください）

市内に主たる事業所を有する 原則1年以上継続して事業を営む

確認書類（書類は金融機関にて保管してください）

　　　　　年　　　月　　　日から返済開始

毎月 × 回 （ａ）

初回に 円
その他 （ｂ）

期日に 円

返済金額合計
（＝貸付金額） （ａ）＋（ｂ）

○設備資金については、新潟市内に設置する設備に限ります。

○納税証明書（新潟市制度用）は、申込日から３か月以内に発行されたもの（原本）を添付してください。なお、納税証明書を本人以外が取得する

場合は別途委任状が必要です。

○原則として1年以上継続して事業を営む方を対象としますが、金融機関の判断により、期間を6か月以上に短縮することも可能です。

⑤ 業 種

①
申込者住所
（所在地）

新潟市中央区古町通７－１０１０
メゾンルフル５０５

1丁目2番３号

フ リ ガ ナ

新潟　はなこ

ニイガタ　ハナコ

④

③
法人名又は
商 号 名 称

はなこ商店

フ リ ガ ナ ハナコショウテン

②
事業所所在地
（ ① と 異 な る
場合のみ記入）

新潟市　○○　区

小売業

(TEL 025-226-1629 )

氏 名
（ 代 表 者 名 ）

⑫
申込金融機関
・ 支 店 名

○○信用金庫　□□支店

□

☑

従 業 員 数 0 人 今回申込する制度を以前利用したことがあり、全額償還済み
である

⑧ 申 込 金 額

3,500,000 円

円 ）

円 ）

（運転資金

（設備資金

3,000,000

500,000

・設備購入
・諸経費支払い資金

か月120

年　　　　　　．　　　　％

申請日：令和　８年　２月　１日

新潟市中小企業特別融資　融資申請書

□ 01 一般融資（通常枠）

☑ 02 小規模企業振興資金（通常枠）

（該当する□にチェックしてください）

⑨資金区分が03の方は運転
の期間内になります

03 運転設備01 運転

☑

02 設備　□□

□ 03 再借

今回申込する制度を初めて利用する

今回申込する制度の残債がある（限度額を超える融資はでき
ません）

※障がい者雇用推進枠を利用する場合
　区役所での窓口審査が必要です。この様式ではなく、所定の３枚複写様
式を使用してください。

⑦

金融機関処理報告欄（実行後、この欄を記入して毎月末の貸付状況報告時に写しを新潟市へ提出してください）

制 度 区 分

（該当する□に
チ ェ ッ ク し て
く だ さ い ）

（ 担 当 者 名 ）

返
済
方
法

01　元金均等　・　02　元利均等

円 円

円

貸 付 状 況 01全額 ・ 02減額 ・ 03否決 ・ 04取下

貸 付 金 額
円

貸 付 利 率

取 扱 金 融 機 関
支 店 名

☑

☑

☑

⑪ 資 金 使 途

認定要件☑

☑ ☑

☑ 信用保証対象業種を営む

⑭ 提出前確認 (①～⑬の記入内容を確認した後、□にチェックしてください）

⑥

市税を完納している

こ
の
部
分
は
信
用
保
証
協
会
提
出
前
に
す
べ
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い

こ
の
部
分
は
実
行
後
に
記
入
し
ま
す

☑ 暴力団等に関する誓約書兼同意書

01 新規

02 追加

納税証明書（新潟市制度用）

見積書の写し（設備資金の場合のみ）

☑

貸 付 期 間

　　　　年　　月　　日から
　
　　　　年　　月　　日まで

　　　　　か月　　（据置　　か月を含む）

☑ 虚偽や不正が判明した場合は、融資の取消及びこれに伴う補助金等の返還に異議無く応じます。

⑨

⑩

資 金 区 分

借 入 期 間

⑬ 利 用 状 況

貸付否決又は減額理由・連絡事項

電話
番号

印

小規模企業振興資金は、信用保証協会の保

証付融資残高との合計で2,000万円以内が

限度額となります。

記入例

代表

者印

・小規模企業者とは
常時使用する従業員の数が20人以下であること

（卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業は除く)は

5人以下）

（p.3「中小企業者の範囲」参照）

・「常時使用する従業員」とは
事業主、法人の役員、臨時の従業員及び事業主と生計を

一にしている三親等内の親族は含まれません。

なお、名目は臨時雇用者であっても、実質的に長期継続

的な雇用関係にあるものは、「常時使用する従業員」に

含まれます。

（p.41「よくある質問」参照）


